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全全港港湾湾組組合合員員のの皆皆ささんんへへ
～～中中央央執執行行委委員員長長メメッッセセーージジ～～

戦
後
七
五
年
節
目
の
夏
、
全
国

各
地
で
夏
の
花
火
大
会
が
一
斉
に

中
止
に
な
っ
た
。
ま
た
、
慰
霊
祭

や
式
典
な
ど
は
中
止
や
規
模
縮
小

な
ど
異
例
と
も
い
え
る
夏
が
終
わ

ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
一
方

で
、
新
型
コ
ロ
ナ
は
全
国
各
地
に

蔓
延
し
、
第
二
波
の
収
束
見
通
し

は
ま
る
で
予
測
の
つ
か
な
い
状
況

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
日
本
政
府

は
、
五
月
二
十
五
日
緊
急
事
態
宣

言
を
解
除
し
、
六
月
十
七
日
具
体

的
対
策
を
発
信
し
な
い
ま
ま
、
第

二
〇
一
回
通
常
国
会
を
閉
幕
し

た
。
国
民
の
不
安
は
的
中
し
、
七

月
に
は
再
び
新
規
感
染
者
が
増
加

し
、
七
月
中
旬
以
降
は
一
日
当
た

り
の
新
規
感
染
者
数
は
第
一
波
ピ

ー
ク
の
七
二
〇
名
を
超
え
る
日
が

継
続
し
て
い
る
。
こ
の
間
の
政
府

対
応
は
全
国
の
知
事
に
丸
投
げ

し
、
全
く
政
府
と
し
て
機
能
し
て

い
な
い
こ
と
を
腹
立
た
し
く
思

う
。「
Ｇ
Ｏ

Ｔ
Ｏ

ト

ラ

ベ

ル
」、
受
け
止
め
方
は
人
そ
れ
ぞ

れ
だ
が
、
東
京
都
民
以
外
は
旅
行

に
出
向
い
て
消
費
を
盛
り
上
げ
ま

し
ょ
う
と
い
う
こ
と
か
、
私
自

身
、
都
内
に
在
住
し
て
一
〇
年
、

明
ら
か
に
街
中
の
人
の
流
れ
は
減

少
し
、
飲
食
店
、
ホ
テ
ル
、
公
共

交
通
機
関
の
利
用
者
の
激
減
、
消

費
の
落
ち
込
み
は
肌
で
実
感
す
る

毎
日
を
過
ご
し
、
直
近
の
課
題
で

あ
る
秋
年
末
闘
争
を
最
重
要
視
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。
こ
の
ま
ま
推
移
す
れ
ば
、
致

命
的
な
経
済
の
打
撃
は
避
け
ら
れ

る
は
ず
も
な
く
、
新
型
コ
ロ
ナ
の

不
安
を
払
し
ょ
く
す
る
た
め
の
検

査
の
充
実
無
く
し
て
、
経
済
の
復

活
は
見
込
め
な
い
は
ず
だ
。
秋
に

向
け
て
、
そ
の
た
め
の
対
策
を
今

こ
そ
、
政
府
は
国
民
の
視
点
に
立

っ
て
行
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

地
域
最
賃
改
定
答
申
が
全
国
の
審

議
会
で
出
そ
ろ
い
、
加
重
平
均
で

一
円
増
と
い
う
驚
き
の
金
額
が
発

表
さ
れ
た
。
安
倍
首
相
は
、
今
は

雇
用
を
守
る
こ
と
が
最
優
先
と
他

人
事
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
が
、

時
給
労
働
者
の
雇
用
・
生
活
圏
が

こ
の
低
す
ぎ
る
答
申
額
で
は
、
更

に
雇
用
不
安
が
蔓
延
す
る
こ
と
を

全
く
理
解
し
て
い
な
い
。

「
百
戦
百
勝

不
如
一
忍
」
と

い
う
言
葉
が
あ
る
。
百
戦
し
て
百

勝
す
る
よ
り
も
、
忍
耐
し
戦
わ
な

い
事
こ
そ
最
良
の
策
で
あ
る
と
い

う
意
味
だ
。
中
国
・
孫
子
の
兵
法

或
い
は
江
戸
時
代
の
沢
庵
禅
師
の

言
葉
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
連
合

艦
隊
司
令
長
官
・
山
本
五
十
六
が

長
官
室
に
掲
げ
て
い
た
と
い
う
話

も
あ
り
、
有
名
に
な
っ
た
。
戦
後

七
五
年
、
先
の
敗
戦
で
近
隣
諸
国

と
の
友
好
は
容
易
な
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
が
今
な
お
現
実
と

し
て
あ
る
。
い
ざ
戦
争
が
勃
発
す

れ
ば
、
勝
っ
て
も
負
け
て
も
、
そ

の
禍
根
は
五
〇
年
や
一
〇
〇
年
で

は
到
底
消
え
る
も
の
で
は
な
い
。

や
は
り
、
戦
争
に
つ
い
て
は
如
何

な
る
戦
争
に
も
反
対
し
、
平
和
憲

法
、
憲
法
九
条
を
変
え
て
は
い
け

な
い
と
い
う
全
港
湾
の
運
動
方
針

に
つ
い
て
誇
り
を
持
っ
て
こ
れ
か

ら
も
訴
え
て
い
な
か
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
の

中
、
自
民
党
は
敵
基
地
攻
撃
能
力

の
保
有
を
事
実
上
求
め
る
提
言
を

政
府
に
提
出
し
た
。
憲
法
九
条
の

理
念
で
あ
る
専
守
防
衛
を
完
全
に

逸
脱
す
る
行
為
で
あ
り
、
緊
急
の

世
論
調
査
に
お
い
て
も
八
割
近
く

の
国
民
が
専
守
防
衛
を
厳
守
す
べ

き
と
答
え
て
い
る
。
安
倍
政
権
に

お
け
る
防
衛
費
増
額
は
過
去
最
高

を
更
新
し
続
け
て
い
る
。
政
府
が

今
な
す
べ
き
こ
と
は
、
防
衛
？
増

強
議
論
で
は
な
く
、
コ
ロ
ナ
禍
に

苦
し
む
国
民
の
暮
ら
し
を
一
日
も

早
く
安
全
・
安
心
な
社
会
に
導
く

こ
と
に
あ
る
。

全
港
湾
は
来
年
七
五
周
年
を
迎

え
る
が
、
今
年
七
四
年
の
歴
史
で

今
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
定

期
全
国
大
会
を
開
催
す
る
こ
と
に

な
る
。
代
議
員
だ
け
に
絞
り
、
参

加
者
に
対
す
る
衛
生
管
理
や
選
挙

投
票
方
法
の
変
更
な
ど
様
々
な
緊

急
特
例
措
置
を
講
じ
て
の
開
催
と

な
り
ま
す
が
、
組
合
員
、
皆
さ
ん

の
ご
協
力
に
よ
る
大
会
成
功
を
祈

念
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
今
日
の
異

常
な
日
常
は
、
少
な
く
と
も
新
型

コ
ロ
ナ
に
対
す
る
予
防
接
種
や
ワ

ク
チ
ン
、
特
効
薬
が
国
民
に
行
き

渡
る
ま
で
の
間
、
耐
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
労
働
運
動
は
大
衆
運

動
、
直
接
対
話
が
基
本
と
の
信
念

で
今
日
ま
で
進
め
て
き
ま
し
た

が
、
残
念
な
が
ら
今
は
労
働
運
動

・
大
衆
運
動
も
我
慢
と
忍
耐
の
時

で
す
。
今
、
私
た
ち
に
で
き
る
最

大
限
の
事
を
一
つ
一
つ
築
き
上

げ
、
コ
ロ
ナ
禍
終
息
後
に
通
常
の

大
衆
議
論
を
進
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
全
港
湾

労
働
運
動
の
過
去
に
感
謝
し
、
未

来
に
希
望
を
込
め
て
組
合
員
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
ま
す
。

戦
後
75
年
の
異
常
な
夏

中
央
執
行
委
員
長

真
島
勝
重

八
月
二
十
四
日
、
二
十
五
日
、

シ
ー
パ
レ
ス
に
お
い
て
、
全
港
湾

の
第
九
一
回
定
期
全
国
大
会
開
催

の
是
非
に
つ
い
て
の
臨
時
中
央
執

行
委
員
会
を
開
催
し
た
。

定
期
全
国
大
会
に
つ
い
て
は
既

に
議
案
書
が
配
布
さ
れ
、
九
月
二

十
四
日
、
二
十
五
日
の
日
程
で
シ

ー
パ
レ
ス
に
お
い
て
開
催
す
る
こ

と
で
準
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
が
か
な
り
拡
が
り
、
独

自
で
緊
急
事
態
宣
言
を
出
す
県
が

現
れ
、
移
動
自
粛
等
も
強
化
さ

れ
、
定
期
全
国
大
会
の
開
催
の
是

非
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
と
し
臨
時
中
央
執
行
委
員
会
を

開
催
し
た
。

臨
時
中
央
執
行
委
員
会
で
は
、

常
任
部
か
ら
こ
の
間
の
経
過
報
告

を
受
け
、
各
地
方
か
ら
の
提
案
や

要
望
を
受
け
、
議
論
に
入
っ
た
。

そ
し
て
、
議
論
の
結
果
、
日
本

海
地
方
か
ら
の
提
案
を
も
と
に
、

書
面
議
決
書
や
委
任
状
を
用
い
て

大
会
成
立
要
件
で
あ
る
三
分
の
二

を
ク
リ
ア
し
、
年
間
ス
ト
権
と
役

員
改
選
に
つ
い
て
は
郵
便
投
票
を

用
い
、
第
九
一
回
定
期
全
国
大
会

に
つ
い
て
は
予
定
通
り
九
月
二
十

四
日
、
二
十
五
日
に
シ
ー
パ
レ
ス

で
お
こ
な
っ
て
い
く
と
し
た
。

ま
た
、
郵
便
投
票
等
の
各
種
緊

急
措
置
に
つ
い
て
は
全
港
湾
の
規

約
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
等
に
よ
る
緊
急
事
態
に

対
処
す
る
緊
急
特
別
措
置
と
し

て
、
あ
く
ま
で
も
特
例
と
し
て
実

施
し
て
い
く
と
し
、
大
会
当
日
、

特
別
議
題
「
限
定
的
緊
急
特
別
措

置
（
案
）（
仮
称
）」
を
提
案
し
大

会
で
承
認
を
得
る
こ
と
で
進
め
て

い
く
と
し
た
。

最
後
に
、
当
日
は
、
フ
ェ
イ
ス

シ
ー
ル
ド
、
マ
イ
ク
カ
バ
ー
、
消

毒
液
、
検
温
機
、
ア
ク
リ
ル
板
等

考
え
ら
れ
る
も
の
は
準
備
し
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予

防
に
万
全
を
期
し
て
い
く
と
し

た
。

全全
港港
湾湾
第第
9911
回回
大大
会会
、、郵郵
便便
投投
票票
等等
をを
駆駆
使使
しし
開開
催催
へへ

特特
別別
議議
題題「「
限限
定定
的的
緊緊
急急
特特
別別
措措
置置（（
案案
））（（
仮仮
称称
））」」をを
提提
出出

2020・21年度スローガン（案）
1 労働者の権利確立、雇用安定、賃金・労働条件の引き上げをたたかい、生活向上をはかろう

1 新自由主義にもとづく規制緩和に反対し、貧困をなくし、格差社会を是正しよう

1 平和憲法を護り、人権を奪う秘密保護法の廃止、集団的自衛権の行使を許さず「戦争法」を廃止しよう

1 辺野古新基地建設反対、日米安保条約を破棄し、米軍基地のない沖縄・日本を取り戻し、憲法9条にも

とづき、対話による外交で世界の平和を確立しよう

1 原発再稼働反対、脱原発をはじめ自然エネルギーの活用と環境保護を取り組もう

1 企業の枠を越えた産業別運動を強化し、地域運動、国際運動と連帯し、中小企業労働者、非正規雇用労

働者の立場から労働運動の再建をたたかおう

1 大衆路線にもとづいて職場闘争を強化し、活動家を育成し、組織の強化拡大を勝ち取ろう

以 上

東京都大田区蒲田
5の10の2

全日本港湾労
働組合機関紙
（毎月1日発行）

一部20円（組合員の購読料は
組合費の中に含む）

発行責任者

松 永 英 樹
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第三種郵便物認可）港 湾 労 働（１）２０２０年９月１日 （昭和25年

国有鉄道扱）



Ⅰ
�
は
じ
め
に

2
0
2
0
年
秋
年
末
闘
争
は
、

2
0
2
1
年
春
闘
準
備
も
含
め
た

大
変
重
要
な
時
期
の
た
た
か
い
で

す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
疲

弊
し
た
経
済
状
況
で
は
あ
り
ま
す

が
、
働
き
方
も
含
め
一
時
金
闘
争

は
も
ち
ろ
ん
、
労
働
条
件
の
引
き

上
げ
闘
争
も
求
め
ら
れ
ま
す
。
全

組
合
員
が
一
致
団
結
し
て
た
た
か

え
る
秋
年
末
闘
争
を
構
築
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

港
湾
で
は
日
港
協
加
盟
の
全
店

社
に
対
し
、
産
別
協
定
の
完
全
履

行
を
求
め
、
船
社
に
対
し
て
も
物

の
言
え
る
二
者
＝
二
者
体
制
を
強

化
さ
せ
、
雇
用
・
職
域
の
確
保
を

守
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
自
動
化
・
機
械
化
に
対
す
る

雇
用
の
確
保
、
職
域
の
確
保
が
重

要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

ト
ラ
ッ
ク
で
は
貨
物
自
動
車
運

送
事
業
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

が
、
こ
れ
を
荷
主
・
事
業
者
に
守

ら
せ
る
こ
と
と
、
自
動
走
行
な
ど

の
政
策
に
対
す
る
議
論
が
重
要
と

な
っ
て
き
ま
す
。

全
港
湾
は
こ
れ
ら
に
対
す
る
た

た
か
い
を
構
築
す
る
た
め
、
共
闘

を
強
化
し
、
地
域
の
労
働
者
と
幅

広
い
連
携
を
図
り
、
組
織
を
強
化

し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

2
0
2
0
―
21
年
運
動
方
針
を

基
本
と
し
て
、
次
の
事
項
を
基
本

に
た
た
か
い
ま
す
。

以
下
、
2
0
2
0
年
秋
年
末
闘

争
方
針
を
提
起
し
、
具
体
的
詳
細

に
つ
い
て
は
、
10
月
上
旬
に
第
2

回
中
央
執
行
委
員
会
を
開
催
し
て

「
秋
年
末
闘
争
の
具
体
的
た
た
か

い
方
」
を
決
定
し
ま
す
。

Ⅱ
�
冬
季
一
時
金
闘
争

1
�
要
求
額
は
昨
年
同
季
の
率
・

額
以
上
を
地
方
ご
と
に
決
定

し
、
要
求
し
ま
す
。

2
�
要
求
提
出
は
11
月
上
旬
と

し
、
地
方
ご
と
に
行
な
い
ま

す
。

3
�
解
決
目
標
は
11
月
下
旬
と
し

ま
す
。

4
�
各
地
方
は
ス
ト
権
確
立
の
確

認
を
行
な
い
、
闘
争
体
制
を
確

立
し
、
中
央
と
連
携
を
は
か
り

な
が
ら
ス
ト
ラ
イ
キ
を
含
む
有

効
な
戦
術
を
行
使
し
て
た
た
か

い
ま
す
。

Ⅲ
�
労
働
条
件
の
引
き
上
げ

労
働
時
間
短
縮
、
定
年
延
長
65

歳
、
退
職
者
の
補
充
、
退
職
金
の

上
積
み
、
労
災
企
業
補
償
の
引
き

上
げ
に
つ
い
て
、
要
求
項
目
を
ま

だ
獲
得
し
て
い
な
い
地
方
・
支
部

は
、
到
達
闘
争
と
し
て
地
方
ご
と

に
た
た
か
い
ま
す
。
特
に
、
定
年

延
長
65
歳
を
協
定
し
て
い
な
い
地

方
・
支
部
は
最
優
先
課
題
と
し

て
、
交
渉
を
す
す
め
ま
す
。
ま

た
、
す
で
に
協
定
し
て
い
る
継
続

雇
用
制
度
や
再
雇
用
制
度
に
つ
い

て
は
、
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
を

基
本
に
退
職
時
80
％
以
上
の
年
収

と
す
る
改
定
を
求
め
ま
す
。

1
�
労
働
時
間
短
縮

（
1
）
8
・
7
・
45
体
制
順
守
、

年
間
労
働
時
間
1
8
0
0
時
間

達
成
が
で
き
る
よ
う
常
用
労
働

者
の
補
充
を
要
求
し
ま
す
。

（
2
）
港
湾
春
闘
協
定
を
活
用

し
、
週
休
二
日
制
（
土
曜
、
日

曜
）
を
確
立
し
ま
す
。

（
3
）「
国
民
の
祝
日
」
及
び
メ

ー
デ
ー
（
5
月
1
日
）
に
つ
い

て
も
休
日
を
獲
得
し
ま
す
。

（
4
）
12
月
30
日
か
ら
1
月
4
日

ま
で
の
年
末
年
始
有
給
休
日
を

獲
得
し
ま
す
。

（
5
）
時
間
外
労
働
、
深
夜
労

働
、
休
日
労
働
の
割
増
賃
金
の

確
保
と
割
増
率
の
引
き
上
げ
お

よ
び
時
間
外
分
母
（
現
行
港
湾

産
別
協
定
に
準
ず
る
1
4
9
時

間
）
を
獲
得
し
ま
す
。

（
6
）
労
働
大
臣
告
示
に
も
と
づ

く
自
動
車
運
転
労
働
者
の
労
働

時
間
規
制
を
求
め
ま
す
。

（
7
）
働
き
方
関
連
法
に
よ
る
勝

手
な
就
労
規
則
や
労
働
協
約
の

変
更
を
許
さ
ず
、
働
き
や
す
い

労
働
環
境
を
求
め
ま
す
。

2
�
定
年
（
雇
用
）
延
長
・
退
職

者
の
補
充

（
1
）
定
年
延
長
に
つ
い
て
は
、

18
春
闘
港
湾
産
別
協
定
を
活
用

し
、
お
そ
く
と
も
厚
生
年
金
の

支
給
開
始
年
齢
に
対
応
す
る
定

年
延
長
を
も
と
め
て
秋
年
末
交

渉
で
上
積
み
を
図
り
、
解
決
を

目
指
し
ま
す
。

（
2
）
退
職
者
の
補
充
を
協
定
し

て
い
る
支
部
は
少
数
で
す
。
補

充
闘
争
を
強
化
し
、
組
合
員
の

確
保
を
取
り
組
み
ま
す
。

3
�
退
職
金
引
き
上
げ

退
職
金
の
要
求
額
は
、
勤
続
30

年
―
1
、
6
0
0
万
円
以
上
、

勤
続
35
年
―
2
、
0
0
0
万
円

以
上
、
勤
続
40
年
―
2
、
4
0

0
万
円
以
上
と
し
ま
す
。

4
�
労
災
企
業
補
償
の
引
き
上
げ

労
災
企
業
補
償
の
要
求
額
は
い

ま
ま
で
ど
お
り
、
死
亡
・
1
〜

3
級
4
、
0
0
0
万
円
、
4
級

2
、
7
5
0
万
円
、
5
級
2
、

3
6
0
万
円
、
6
級
2
、
0
0

0
万
円
、
7
級
1
、
6
7
0
万

円
、
8
級
1
、
1
8
0
万
円
、

9
級
9
1
0
万
円
、
10
級
7
1

0
万
円
、
11
級
5
2
0
万
円
、

12
級
3
7
0
万
円
、
13
級
2
4

0
万
円
、
14
級
1
3
0
万
円
と

し
ま
す
。

5
�
労
働
協
約
の
締
結

（
1
）
労
働
組
合
の
組
織
率
の
低

下
や
国
内
情
勢
に
よ
り
労
働
組

合
に
対
す
る
団
交
拒
否
や
組
合

切
り
崩
し
な
ど
の
不
当
労
働
行

為
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
す
る
損

害
賠
償
請
求
な
ど
組
織
攻
撃
が

強
ま
っ
て
き
ま
す
。

（
2
）
労
働
条
件
、
雇
用
の
確
保

と
事
前
協
議
約
款
の
確
立
、
労

働
組
合
の
団
結
権
な
ど
の
た
め

に
、
労
働
協
約
締
結
の
た
た
か

い
を
重
視
し
て
取
り
組
み
ま

す
。

（
3
）
産
別
協
定
の
適
用
事
項
の

文
言
を
明
記
し
た
協
定
化
を
求

め
ま
す
。

（
4
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を

含
む
伝
染
病
に
関
す
る
休
業
補

償
の
取
り
組
み
が
重
要
と
な
っ

て
い
ま
す
。
協
定
化
を
す
す
め

た
地
方
・
支
部
も
あ
り
ま
す

が
、
早
急
に
労
災
職
業
病
対
策

会
議
を
開
催
し
、
情
報
共
有
を

含
め
議
論
を
行
な
い
、
協
定
化

を
目
指
し
ま
す
。

Ⅳ
�
港
湾
労
働
者
の
た
た
か

い
1
�
適
正
料
金
収
受
、
料
金
ダ
ン

ピ
ン
グ
に
反
対
す
る
取
り
組
み

2
0
1
9
年
春
闘
協
定
で
あ
る

「
認
可
料
金
制
度
の
復
活
は
、

労
使
共
通
の
課
題
で
あ
り
、
そ

の
目
的
達
成
に
向
け
、
関
係
行

政
等
に
要
請
す
る
こ
と
を
は
じ

め
、
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
検
討

し
、
そ
の
中
で
必
要
に
応
じ
調

査
等
も
含
め
、
具
体
的
に
取
り

組
む
こ
と
と
す
る
」
を
達
成
す

る
た
め
に
、
引
き
続
き
労
使
協

議
を
含
め
、
適
正
料
金
収
受
、

料
金
ダ
ン
ピ
ン
グ
反
対
の
取
り

組
み
を
す
す
め
ま
す
。

2
�
港
湾
政
策
に
対
す
る
取
り
組

み全
国
港
湾
の
秋
年
末
中
央
行
動

で
の
要
求
に
地
方
ご
と
の
課
題

を
反
映
さ
せ
る
よ
う
取
り
組
む

と
と
も
に
、
地
方
ご
と
に
、
港

湾
管
理
者
、
地
方
整
備
局
、
港

湾
運
営
会
社
に
申
し
入
れ
行
動

を
取
り
組
み
ま
す
。

3
�
地
区
団
交
権
の
確
立

中
央
産
別
協
定
及
び
す
で
に
協

議
体
制
に
つ
い
て
労
使
協
定
を

確
立
し
た
地
区
に
続
き
、
未
協

定
地
区
で
の
確
立
を
中
央
・
地

本
と
で
目
指
し
ま
す
。

Ⅴ
�
海
コ
ン
・
ト
ラ
ッ
ク
・

バ
ス
労
働
者
の
た
た
か
い

1
�
海
コ
ン
安
全
運
送
法
（
略

称
）
の
制
定

海
コ
ン
安
全
運
送
法
（
略
称
）

を
国
内
に
お
け
る
安
全
輸
送
の

根
幹
と
位
置
付
け
、
速
や
か
に

再
上
程
し
、
成
立
さ
せ
る
よ
う

求
め
ま
す
。

2
�
制
度
政
策
要
求
の
取
り
組
み

具
体
的
要
求
事
項
に
関
し
て

は
、
2
0
2
0
―
21
年
運
動
方

針
に
も
と
づ
き
、
秋
年
末
に
海

コ
ン
・
ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス
合
同

対
策
会
議
を
開
催
し
ま
す
。
合

同
会
議
で
政
策
要
求
を
取
り
ま

と
め
、
秋
年
末
か
ら
21
春
闘
に

か
け
て
、
各
地
方
本
部
ト
ラ
ッ

ク
部
会
等
の
開
催
、
地
方
運
輸

局
及
び
整
備
局
に
対
し
要
請
行

動
を
行
い
ま
す
。

Ⅵ
�
労
働
者
な
ら
び
に
国
民

的
諸
課
題
の
た
た
か
い

2
0
2
0
―
21
年
度
運
動
方
針

の
労
働
者
な
ら
び
に
国
民
的
諸
課

題
を
基
本
と
し
て
取
り
組
み
を
す

す
め
ま
す
。

Ⅶ
�
平
和
と
民
主
主
義
を
護

る
た
た
か
い

1
�
平
和
憲
法
を
護
る
運
動
を
積

極
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、

第
57
回
護
憲
大
会
に
参
加
し
ま

す
。

2
�
反
基
地
闘
争
、
在
日
米
軍
の

再
編
・
強
化
に
反
対
す
る
取
り

組
み
を
強
め
ま
す
。
辺
野
古
新

基
地
建
設
、
高
江
ヘ
リ
パ
ッ
ド

建
設
、
オ
ス
プ
レ
イ
配
備
に
反

対
し
ま
す
。

3
�
安
倍
政
権
が
す
す
め
る
平
和

憲
法
を
改
悪
す
る
す
べ
て
の
戦

争
法
制
に
対
す
る
反
対
運
動
を

積
極
的
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
幅
広
い
結
集
に
よ
る
国
民

世
論
と
な
る
よ
う
取
り
組
み
ま

す
。

Ⅷ
�
組
織
の
強
化
と
拡
大

1
�
組
織
拡
大
を
通
年
的
取
り
組

み
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

（
1
）
10
月
開
催
予
定
の
教
宣
部

会
で
、
チ
ラ
シ
、
桃
太
郎
旗
、

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
ポ
ケ
ッ
ト
テ

ィ
ッ
シ
ュ
、
組
織
拡
大
の
手
引

き
な
ど
を
検
討
し
、
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
グ
ッ
ズ
の
準
備
を
し
ま

す
。

（
2
）
各
地
方
、
支
部
は
組
織
拡

大
推
進
会
議
を
開
催
し
、
組
織

拡
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
計
画

を
作
成
し
、
未
組
織
労
働
者
の

実
態
調
査
を
す
す
め
ま
す
。

（
3
）
各
地
方
、
支
部
は
労
働
相

談
に
対
応
で
き
る
よ
う
前
段
で

学
習
を
強
化
し
ま
す
。

（
4
）
各
地
方
調
査
を
踏
ま
え
た

組
織
部
会
を
開
催
し
、
組
織
拡

大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
対
策
を
行

い
ま
す
。

2
�
秋
年
末
オ
ル
グ
は
2
0
2
0

秋
年
末
闘
争
並
び
に
2
0
2
1

春
闘
方
針
の
提
起
を
中
心
と
し

て
、
港
湾
春
闘
要
求
課
題
や
労

働
安
全
衛
生
、
組
織
拡
大
を
重

点
に
、
各
地
方
・
支
部
か
ら
の

オ
ル
グ
要
請
を
受
け
、
具
体
的

取
り
組
み
に
つ
い
て
は
第
2
回

中
央
執
行
委
員
会
で
確
認
し
ま

す
。

Ⅸ
�
2
0
2
1
年
春
闘
の
準

備
に
つ
い
て

1
�
春
闘
要
求
に
つ
い
て

（
1
）
賃
金
引
き
上
げ
要
求
に
つ

い
て

①

第
2
回
中
央
執
行
委
員
会
か

ら
、
要
求
額
、
統
一
し
て
た
た

か
う
体
制
づ
く
り
に
つ
い
て
検

討
し
ま
す
。
各
地
方
で
の
職
場

討
議
を
深
め
、
中
央
執
行
委
員

会
で
検
討
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
地
方
の
意
見
を
ま
と
め
、
一

律
引
き
上
げ
要
求
と
そ
の
考
え

方
の
基
本
と
な
る
傾
斜
型
賃
金

体
系
へ
の
同
率
要
求
を
検
討
し

ま
す
。

②

職
種
別
最
低
賃
金
に
つ
い
て

は
、
港
湾
職
種
、
ト
ラ
ッ
ク
職

種
、
一
般
職
種
と
し
、
正
規
・

非
正
規
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
労

働
者
へ
の
適
用
を
基
本
と
し

て
、
中
央
執
行
委
員
会
で
議
論

を
す
す
め
な
が
ら
確
立
で
き
る

よ
う
に
取
り
組
み
ま
す
。

③

賃
金
要
求
と
春
闘
の
た
た
か

い
の
進
め
方
に
つ
い
て
は
、
12

月
開
催
の
中
央
執
行
委
員
会
で

協
議
し
、
方
針
案
と
し
て
決
定

し
ま
す
。

（
2
）
産
別
制
度
政
策
要
求
に
つ

い
て

①

産
別
制
度
政
策
要
求
に
つ
い

て
定
期
大
会
後
、
各
地
方
は
直

ち
に
職
場
討
議
を
行
う
こ
と
と

し
ま
す
。

②

12
月
開
催
の
中
央
執
行
委
員

会
前
に
、
各
地
方
は
産
別
制
度

政
策
要
求
に
つ
い
て
の
対
案
を

集
約
し
、
中
央
本
部
に
提
出
す

る
こ
と
と
し
ま
す
。

③

産
別
制
度
政
策
要
求
の
骨
子

を
中
央
執
行
委
員
会
で
ま
と

め
、
全
国
港
湾
中
央
執
行
委
員

会
に
提
案
し
ま
す
。

④

12
月
開
催
の
全
国
港
湾
中
央

執
行
委
員
会
に
提
案
さ
れ
る
21

春
闘
制
度
要
求
案
を
全
港
湾
春

闘
方
針
に
添
付
し
配
布
す
る
の

で
、
各
地
方
は
地
方
春
闘
討
論

集
会
な
ど
で
討
議
を
行
う
こ
と

と
し
ま
す
。

⑤

全
港
湾
の
各
地
方
で
の
職
場

討
議
と
中
央
委
員
会
で
決
定
し

た
産
別
要
求
案
を
も
と
に
全
国

港
湾
制
度
政
策
要
求
討
議
に
臨

み
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
全
国

港
湾
で
決
定
さ
れ
た
要
求
を
も

と
に
産
別
春
闘
を
た
た
か
う
こ

と
と
し
ま
す
。

2
�
21
春
闘
準
備
の
日
程
に
つ
い

て
（
1
）
第
4
回
中
央
執
行
委
員
会

を
12
月
8
日
〜
9
日
（
予
定
）

に
開
催
し
、
春
闘
方
針
案
に
つ

い
て
討
議
・
決
定
し
ま
す
。
港

湾
労
働
春
闘
方
針
特
集
号
と
第

42
回
中
央
委
員
会
議
案
書
に
つ

い
て
は
、
12
月
中
に
各
地
方
に

届
く
よ
う
努
力
し
ま
す
。

（
2
）
各
地
方
は
1
月
上
旬
か
ら

第
42
回
中
央
委
員
会
ま
で
の
期

間
で
、
春
闘
要
求
の
機
関
討
議

を
す
す
め
る
こ
と
と
し
ま
す
。

（
3
）
第
42
回
中
央
委
員
会
は
2

月
3
日
か
ら
2
月
4
日
に
開
催

し
ま
す
。

（
4
）
全
国
港
湾
は
2
月
9
日
か

ら
10
日
の
第
13
回
中
央
委
員
会

で
春
闘
方
針
を
決
定
し
、
2
月

中
旬
（
未
定
）
を
目
途
に
、
日

港
協
に
対
す
る
産
別
制
度
要
求

の
要
求
提
出
を
検
討
し
て
い
ま

す
。

以

上

22
00
22
00
年年
秋秋
かか
らら
年年
末末
にに

かか
けけ
てて
のの
闘闘
争争
方方
針針（（
案案
））
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